
 

第２章 施設計画について 

 

多くの市民･県民がＬＲＴを「日常生活の中で身近に手が届く、便利で乗ってみたい乗り物」と

思えるよう、利用者の視点を基にした利用者本位の付属施設の計画・配置の具体化を行い、より

多くの人が「乗り換えはどうなるのか」等の利用イメージを掴めるような情報提供を行うことが、

何より重要である。 

施設計画においては、ＬＲＴを具体的にどのような形で利用するのかを示すことにあり，利用

者の導線や使い勝手といった利用者の視点を重視した各種施設の構造や配置計画、更には具体的

な整備イメージについて、検討を行った。 

 

２.１ ＬＲＴ事業の基本条件 

 

(１) 前提とするＬＲＴ導入ルートの概要 

• 本検討の検討対象ルートは、「新交通システム導入基本計画策定調査」(平成 15 年 3 月 

栃木県・宇都宮市)（以下、基本計画と記す）での検討において総合的に優位と判断され

たＢルートを基本に各種検討を深めることとする。 

 

対象区間：桜通り十文字付近～テクノポリスセンター地区 

ルート ：新 4号バイパス西側 「大通り」、「柳田街道」（(主)宇都宮向田線） 

     新 4 号バイパス東側 鬼怒川に橋梁を新設して清原団地を経由するルート 

 

Ｂルート

将来構想

約15km

Ａルート

ＢルートＢルート

将来構想将来構想

約15km

ＡルートＡルート

 

図 ＬＲＴの導入ルート（本検討での検討対象ルート：Ｂルート） 
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(２) 車両（ＬＲＶ：Light Rail Vehicle）の基本仕様 

＜ＬＲＴ車両の特性＞ 

 ①高いエネルギー効率により環境負荷の低減に寄与 

 ②低床式車両によりバリアフリー化が可能 

 ③高いデザイン性・シンボル性 

＜ＬＲＴ車両の仕様＞ 

 ・上記の特性を備えた車両とする。 

 ・概ねの寸法諸元 ： 幅 2.5 ｍ×高さ 3.6 ｍ×長さ 20 ｍ 

 ・導 入 空 間 ： 複線で６ｍ程度の幅員を確保することが必要。 

  （車両幅 2.5 ｍに余裕を加えた建築限界として単線で 3.0 ｍが必要） 

 

・関連法規（軌道法、軌道建設規定）、ＬＲＶ導入事例に基づき、車両の基本仕様を以下のよ

うに想定する。 

項 目 条件値 備  考 

定  員※ 

（最大輸送力） 

80 人／編成 

（120 人／編成） 

･需要予測結果及び運行計画に基づく。 

＜参考：類似規模の都市での導入事例＞ 

熊本：76 人／編成、岡山：84 人／編成 

車  幅 最大 2,500 ㎜  

車  高 最大 3,600 ㎜ パンタ折り畳み時 
車両寸法 

車両長さ 約 20 ｍ 
法規上は 30 ｍ未満（広島電鉄では 30 ｍ車両が用い

られている） 

車両床面高さ 300～350 ㎜（100％低床） 
ホーム高さと概ね同じ高さにすることが可能で、車

両に段差のないバリアフリー化が図られたもの 

軌間 
1,067mm または 

1,435 ㎜ 

車両の汎用性や台車部の車内空間の効率性からは

1,435mm、在来鉄道との相互乗り入れの点からは

1,067mm が望ましい 

幅：3,000mm 道路構造令第９条の２に準拠 

地平、高架部： 

5,000～5,400mm
軌道建設規定第 32 条の５に準拠 

建築限界 高

さ トンネル、跨線橋等交差

部、地下部等：4,100mm 

パンタ折り畳み高さ 3,600mm＋架線離隔 250mm×２

（軌道建設規程第 32 条の 5） 

※ 定   員：座席＋立席（0.3 ㎡/人で算定） 

  最大輸送力：混雑率 150％（特許申請時の基準値）で算定 

 

 

 

 

 

図 参考とした新型車両の一例 

図 車両の建築限界 
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 (３) ＬＲＴ導入にあたっての道路幅員の基本的な考え方 

• ＬＲＴ導入に伴う道路幅員の決定は以下の考え方に基づく。 

 既存ストック有効利用の視点から、既存道路空間内での導入を基本とする。 

 十分な自転車歩行者空間の確保を最優先とし、既存道路空間を「自転車歩行者空間」

「ＬＲＴ導入空間」「自動車走行空間（２車線）」に再配分する。 

• なお、自動車交通に対しては周辺道路ネットワークの活用や整備等を含めて考慮するこ

ととする。 

 

【必要となる LRT 導入空間（軌道敷幅員）】 

・ＬＲＴ導入のための必要な幅員は、複線で 6ｍとなる。 

・ＬＲＴを走行させるために必要となる架線は、景観面等を考慮すると、架線柱を中央に設置

する「センターポール式」が望ましい。 

・このセンターポールの必要幅員を含めた場合、ＬＲＴ導入のために必要な軌道敷は「6.5 ｍ」

となる。 

6.5m

0.5m3.0m 3.0m

架線柱

自転車歩行者空間 車道部

車道
路
肩

路
肩

自転車歩行者空間車道部

車道
路
肩

路
肩

軌道敷

 

   

図 センターポール導入事例 

※「路肩」は、道路の主要構造部の保護、車道を円滑に

走行するための側方余裕として確保される部分。 

 歩道側の路肩部分に、自動車が一時停車できるように

停車帯としてより広い幅員が確保されている場合も

ある。 

＜幅員が不足する場合の対応＞ 

 

・既存道路空間内で必要となる幅員が不足する場合、車道部（路肩）に

おいて道路構造令の縮小規程の適用等を考える。 

 

・上記を考慮しても必要な空間の確保が困難な場合、道路の拡幅を考え

るものとする。 
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２.２ 各種施設の配置･規模に関する整備方針と整備イメージ 

 

(１) 停留場の配置の基本的な考え方 

1) 停留場の特性と配慮すべき事項 

• 停留場は、ＬＲＴの利用者が車両の到着を待ち、車両に直接乗り降りをするために必要

不可欠な施設であり、計画にあたっては、以下のような事項に配慮する。 

① アクセスしやすいこと 

・ＬＲＴを使いやすくするため、どこからでもわかりやすく、停留場まで行きやすい（アク

セスしやすい）ことが重要 

② 適切な停留場間隔の確保 

・多くの人がアクセスしやすくするために、停留場の間隔を狭めると、ＬＲＴの速達性が損

なわれ、かえって不便となるため、停留場は、適切な間隔で配置する。 

③ 待ちやすいこと 

・停留場は単に乗り降りするためではなく、車両の到着を待つ空間であることから、雨風を

しのぐ上屋やベンチの設置等、快適な空間を提供する。 

④ バリアフリー・ユニバーサルデザイン 

・停留場はＬＲＴと同様に不特定多数の人が利用するものであり、バリアフリーな施設であ

るとともに、ユニバーサルデザインに配慮した施設とする。 

⑤ 「交通結節機能」や「ランドマークとしての機能」の活用 

・利便性の高い効率的な公共交通ネットワークを構築するため、停留場における「交通結節

点としての機能」を最大限に活用する。 

・地区の玄関として「拠点形成の機能」やその地区を代表する「ランドマークとしての機能」

を有することにも配慮する。 

⑥ まちと調和した親しみやすいデザイン 

・停留場は、まちの風景を演出し、都市・道路景観を構成する要素の一つであり、市民の目

にふれる機会も多いことから、まちと調和し、市民が利用したくなるような親しみやすい

デザインとする。 

 

 

 
＜富山ライトレールの停留場＞        ＜停留場を密に配置すると速度は低下＞    

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 500 1000 1500 2000

停留場間隔　　ｍ

※地図からスケールアップ

区
間
別
表
定
速
度
　
km

/
h

※
時
刻
表
に
よ
る
所
要
時
間
か
ら
試
算

トランジットモールを含む区間

 
出典：「まちづくりと一体となったＬＲＴ導入計画ガイダンス」 

(平成 17 年 国土交通省) 

図 停留場間隔と表定速度の関係(仏 オルレアン) 

 
親しみやすいデザインや市民協賛のベンチ設置等、
工夫を凝らしている 
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2) 停留場配置の基本的な考え方 

① 停留場配置の基本方針 

方針１ 沿線の集客施設や公共公益施設といった拠点や居住者のアクセス利便性、他の交通手

段との乗り継ぎ利便性に配慮した停留場配置を行う。 

方針２ ＬＲＴの速達性確保の視点から、周辺の土地利用状況を勘案して適切な間隔にて停留

場の配置を行う。 

方針３ 停留場は、周辺からのアクセスのしやすさ、わかりやすさ、安全性、バリアフリー等

を考慮して、交差点付近に配置することを基本とする。 
 

<周辺から停留場への連絡には道路の横断が必要 → 横断歩道がある交差点部への設置が合理的> 

  

 
図 周辺から停留場へのアクセス動線 

② 停留場の設置間隔 

• 基本方針２に基づき、周辺の土地利用から想定される利用形態と速達性を考慮し、以下

のような間隔で設置することを基本とする。 

① 都心部等の商業・業務系の土地利用の区域については、徒歩で抵抗なくアクセスす

ることが十分可能な距離として、停留場間隔を最大 500m 程度とし、密に設定する。 

② 住居系の土地利用区域については、徒歩での連絡が可能な範囲内で速達性を考慮し

て、①よりやや広めの間隔とし、停留場間隔を 500～700m 程度と設定する。 

③ 市街化調整区域や工業系の土地利用の区域については、速達性向上を図るため②よ

り広めの停留場間隔を設定する。 

 

図 停留場の配置間隔の設定 
 

※施設計画参考－1参照 
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3) ＬＲＴ停留場の配置設定 

• 以上の方針を踏まえＬＲＴ停留場は計２４箇所の配置を想定するものとした。 

• 詳細な停留場配置計画については、計画がより具体化した段階で、利用者ニーズや沿道

住民の意向等を把握し、合意形成を図りながら決定していくことが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ＬＲＴ停留場の配置 

※施設計画参考－2参照 
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4) 停留場に求められる機能と施設の整理 

• 停留場においては以下のような機能が求められており、この機能を具体化するために、

様々な施設が必要となる。 

①周辺からアクセスのしやすいこと（所在がわかりやすいこと） 

＜既存の横断歩道の活用＞ 

・車道を走行するＬＲＴの停留場へのアクセスのため、車道の横断が必要であり、既存

の横断歩道箇所での設置が有効である。 

＜交差道路近傍での設置＞ 

・導入する道路以外の多方面からのアクセス性、場所のわかりやすさの点から、交差道

路近傍で設置が望ましい。 

＜徒歩以外のアクセス手段の確保＞ 

・停留場の利用圏域を拡大するためには、徒歩以外でのアクセス利便性を向上させるこ

とが重要である。 

②電車を待ちやすいこと 

＜快適な待ち空間＞ 

・公共交通利用においては「待ち時間」は必ず発生するものである。 

・特にＬＲＴの停留場は、道路上といった天候等の影響を受ける屋外施設であり、快適

な空間の提供が望まれる。 

③誰にでも使いやすいこと 

＜ユニバーサルデザイン＞ 

・公共交通施設は、不特定多数の人が利用する施設であり、バリアフリーだけではなく、

ユニバーサルデザインに配慮することが必要である。 

＜まちの案内情報の発信＞ 

・来訪者等、地域に不案内な人にとって停留場は移動の起点となる指針であり、現在位

置情報やまちの案内情報等を発信していくことが重要である。 

④安全であること 

＜安全性の確保＞ 

・ＬＲＴの停留場は道路上にある施設であり、充分な利用者の安全性確保のため、自動

車・歩行者の分離等の各種安全対策を行う必要がある。 
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停留場

停留場

多方面からアクセス可能

必要車道部幅員最小
（ ） 必要用地最小 

、流出側に停留場を設置することで 拡幅せず
流入側に右折専用車線の空間が確保可能

ＬＲＴ

ＬＲＴ 、自動車・   の交差点内で直線で通り 
、 、 。線形がよく 交通処理 安全面に優れる 

流
入

流
出

流
出

流
入
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5) 標準的な停留場の整備イメージ 

• 停留場に求められる機能を踏まえると、「標準的な停留場」として下図のように整理される。 

 ※ ここでは施設の利用イメージを説明することを主眼としており、(シンボル的,個性的)デザイン、色彩については検討して

いない。  

また、車線数や歩道の幅員についても、個別の箇所で適切な幅員を確保する必要がある。 
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